
                            警 サ ポ 甲 達 第 １ ０ 号 

                            令 和 ５ 年 ５ 月 １ ８ 日 

 

各部、課、隊、所、校、署長  殿 

 

                            福 井 県 警 察 本 部 長 

 

 

個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報保護委員会からの権限の委任に関す

る対応について 

 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７

号）第５１条（個人情報の保護に関する法律の一部改正）の規定による改正後の個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）及び個人情報の保

護に関する法律施行令等の一部を改正する政令（令和４年政令第１７７号）の規定による

改正後の個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「令」と

いう。）の規定により個人情報保護委員会から事業所管大臣に権限が委任された個人情報

取扱事業者等への対応については、下記のとおりであるので、事務処理上誤りのないよう

にされたい。 

なお、個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報保護委員会からの権限の委任に関

する対応について（令和４年警サポ甲達第７号）は、廃止する。 

記 

第１ 権限の委任の概要 

１ 委任される権限 

個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工

情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情

報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における

個人関連情報の取扱いに関する監督については、個人情報保護委員会の所掌事務とさ

れているところ、法第１５０条第１項の規定により一定の権限を事業所管大臣に委任

することができるとされている。 

同項の規定に基づき、法第２６条第１項（漏えい等の報告等）、第１４６条第１項

（報告及び立入検査）、第１６２条において読み替えて準用する民事訴訟法（平成８

年法律第１０９号）第９９条、第１０１条、第１０３条、第１０５条、第１０６条、

第１０８条及び第１０９条（送達に関する民事訴訟法の準用）、第１６３条（公示送

達）並びに第１６４条（電子情報処理組織の使用）の規定による権限に関する事務（以

下「検査等事務」という。）のうち、警察共済組合（地方公務員等共済組合法（昭和

３７年法律第１５２号）第３条に規定する警察共済組合をいう。）に係るものは内閣

総理大臣に、犯罪被害者等早期援助団体（犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被

害者等の支援に関する法律（昭和５５年法律第３６号）第２３条第１項に規定する犯

罪被害者等早期援助団体をいう。以下同じ。）及び暴力追放運動推進センター（都道



府県暴力追放運動推進センター（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第３２条の３第１項に規定する都道

府県暴力追放運動推進センターをいう。以下同じ。）、適格都道府県センター（暴対

法第３２条の４第１項に規定する適格都道府県センターをいう。）及び全国暴力追放

運動推進センター（暴対法第３２条の１５第１項に規定する全国暴力追放運動推進セ

ンターをいう。）をいう。）に係るものは国家公安委員会に委任された。 

また、内閣総理大臣に委任された権限は、法第１５０条第３項及び令第３６条第１

項の規定により警察庁長官に委任された。 

２ 都道府県公安委員会等が処理する事務 

国家公安委員会に委任された権限に関する事務のうち、犯罪被害者等早期援助団体

及び都道府県暴力追放運動推進センターに係るものについては、法第１７０条及び政

令第４０条第１項の規定により都道府県公安委員会又は方面公安委員会（以下「都道

府県公安委員会等」という｡）が行うこととなる。 

３ 権限行使の結果の報告 

個人情報保護委員会から委任された権限を行使したときは、法第１５０条第２項の

規定により、政令第３５条第１項各号に規定する事項を個人情報保護委員会に報告す

ることとされている。 

また、地方公共団体の長等が、政令第４０条第１項の規定により検査等事務を行っ

たときは、同条第３項の規定により、事業所管大臣を経由して政令第３５条第１項各

号に規定する事項を個人情報保護委員会に報告しなければならないとされているとこ

ろ、都道府県公安委員会等が検査等事務を行ったときは、権限が委任された事業分野

を所管する警察庁の内部部局の課（課に準ずるものを含む。以下「警察庁委任事業所

管課」という。）の長から警察庁長官官房総務課（以下「警察庁総務課」という。）

を介して、個人情報保護委員会に報告することとなる。 

第２ 委任された権限の行使及び適当な措置の求め 

 １ 権限の行使 

個人情報保護委員会から委任された権限を行使しようとするとき、又はその権限を

行使したときは、次のとおり対応すること。 

なお、福井県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が権限の委任を受けてい

るのは、（公社）福井被害者支援センター及び（公財）福井県暴力追放センターであ

る。 

(1) 法第２６条第１項の規定による権限の行使 

県民サポート課及び組織犯罪対策課（以下「委任事業所管課」という。）は、公

安委員会に委任された権限のうち、法第２６条第１項の規定による権限を行使した

ときは、直ちに、公安委員会の決裁を受け、政令第３５条第１項第１号に定める事

項を警察庁委任事業所管課に報告すること。 

なお、この報告は、警察庁委任事業所管課から警察庁総務課を介して個人情報保

護委員会に報告される。 

(2) （１）以外の権限の行使 

委任事業所管課は、公安委員会が委任された権限（法第２６条第１項の規定によ



る権限を除く。）を行使しようとするとき、又はその権限を行使したときの個人情

報保護委員会への通知又は報告は、（１）に準じて行うこと。 

(3) 留意事項 

ア 委任された権限を行使するときの留意事項 

(ｱ) 立入検査を実施する際は、実施する警察職員に身分を示す証明書を携帯させ、

関係人の請求があったときは、これを提示させること（法第１４６条第２項）。 

 (ｲ) 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない

こと（法第１４６条第３項）。 

(ｳ) 権限を行使するに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政

治活動の自由を妨げてはならないこと（法第１４９条第１項）。 

また、個人情報取扱事業者等（法第１４６条第１項に規定する個人情報取扱

事業者等をいう。以下同じ。）が、法第５７条第１項各号に掲げる者（それぞ

れ当該各号に定める目的で個人情報等（法第１４６条第１項に規定する個人情

報等をいう。以下同じ。）を取り扱う場合に限る。）に対して個人情報等を提

供する行為については、権限を行使しないこと（法第１４９条第２項）。 

イ その他の留意事項 

権限を委任されていない事業分野の個人情報取扱事業者等から個人情報の漏

えい等が生じた旨の報告を受けたときは、個人情報保護委員会へ報告するよう教

示すること。 

 ２ 適当な措置の求め 

  (1) 公安委員会が国家公安委員会から委任された権限は、法第２６条第１項、第１４

６条第１項、第１６２条において読み替えて準用する民事訴訟法第９９条、第１０

１条、第１０３条、第１０５条、第１０６条、第１０８条及び第１０９条、第１６

３条並びに第１６４条の規定による権限のみであり、法第１４７条（指導及び助言）

及び第１４８条（勧告及び命令）の規定による権限の行使は、個人情報保護委員会

が行うこととされている。 

したがって、委任事業所管課は、個人情報取扱事業者等が義務（法第４章の規定）

に違反する行為があると認めるとき、その他個人情報取扱事業者等による個人情報

等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、法第１５１条の規

定に基づき、個人情報保護委員会に適当な措置をとるべきことを求める必要がある。 

その場合には、委任事業所管課は、１の（１）に準じて行うこと。 

  (2) 国家公安委員会が所管する事業分野のうち、権限を委任されていない事業分野の

個人情報取扱事業者等に対し、権限を行使する必要があると認めるときは、当該事

業分野を所管する本部の所属長は、警察庁の当該事業分野を所管する内部部局の課

（課に準ずるものを含む。）に対して個人情報保護委員会に適当な措置をとること

を求めること。 


